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令和８年度沖縄県管理空港運営制度検討調査業務 
企画提案仕様書 

 

１ 業務名 

令和８年度沖縄県管理空港運営制度検討調査業務 

 

２ 業務期間 

  契約締結の日から令和９年３月 26 日まで 

 

３ 業務目的 

沖縄県は、下地島空港を除く県管理11空港の運営を所在市町村に事務移譲しているが、

これまでの旅客数の増加や業務の複雑化に伴い、市町村の負担増が喫緊の課題となって

いるうえ、今後も保安検査体制の空港管理者への移行、国の規程改正に対応する業務等、

事務量の増加が予想される。 

本業務は、持続可能な空港運営体制の構築に向け、離島空港の特性に適した将来の空

港経営改革を検討する判断材料とするため、下地島空港を含む全 12 空港の運営実態や収

支構造を詳細に把握・分析することを目的とする。 

 

４ 業務内容 

施設の維持管理状況、利用動向、離島路線の役割等を精査し、管理運営上の課題や将

来的な展望を抽出・可視化することで、運営改善に向けた令和９年度以降の議論の基礎

となる客観的データを収集し、本県における持続可能な運営体制のあり方を多角的に比

較検討するために必要な情報を整理する。 

 

（１）基本情報および法令等の整理 

ア 各空港の基本情報の整理 

12 空港の概要（空港位置、運用時間、沿革、就航路線）を整理する。また、各空港

が保有する基本施設（滑走路等）、建築施設（ターミナルビル等）、付帯設備（灯火

設備、無線設備、消防車、気象設備、管制、監視・通信設備、インフラ設備等、駐車

場）のスペック、数量、管理主体等の基本的な情報を整理する。 

イ 関係法令・制度の整理 

航空法、空港法、PFI 法、民活空港運営法等の関連法規、県条例および規則におけ

る権限、役割や責任を整理する。これに加え、国や県が策定する関連計画（新・沖

縄 21 世紀ビジョン等）との関係性を整理すること。 

ウ 先行事例の調査 

他都道府県（特に小規模空港）におけるコンセッション・指定管理者制度等の導

入事例や経営改革の動向や課題を調査し、本県への適用可能性を検討する上での示

唆を整理する。 

 

（２）空港運営の実態把握と多角的な現状整理 

各空港の現状を財務・施設・利用実態等の観点から可視化し、客観的なデータを

整理する。 

  ア 運営形態の現状分析 
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設置・管理者等（事務移譲市町村、空港ビルおよび入居テナント、航空会社、グ

ランドハンドリング、保安・警備・清掃等の関連事業者を含む）による複雑な運営

形態や、各主体の役割分担の実態を整理する。 

イ 施設の現状分析 

上記（１）アで整理した各空港の基本施設、インフラ設備について、現在の老朽

化状況および維持管理体制を整理する。 

ウ 利用実績の分析 

離着陸回数、旅客数、貨物取扱量の推移を収集する。航空ネットワークの変遷、

空港二次交通および空港所在離島における航路（海路）の就航状況やダイヤ等とあ

わせて多角的に分析する。 

エ 収支構造の可視化 

各空港における航空系収入・非航空系収入および支出の実績を収集・整理し、空

港ごとの収支バランスの現状を明らかにする。 

 

（３）市町村の事務負担および運営上の課題抽出 

現状の事務移譲体制における課題を、定量的・定性的な両面から抽出する。 

ア 事務負担実態調査 

事務移譲先の市町村に対し、業務の複雑化に伴う職員の稼働状況や専門性の確保、

市町村職員配置の困難性や財政的負担等の実態について、ヒアリングやアンケート

等により調査・分析する。 

イ 運営上の諸課題の整理 

施設の維持管理リスク、今後の需要変動への対応力など、市町村事務移譲を継続

する場合における将来想定される問題点を整理する。 

 

（４）将来分析および運営手法の比較検討 

ア 将来需要・投資負担の予測 

（１）～（３）で整理した資料を基に、今後の保安検査体制の空港管理者への移

行等、業務量増に応じた人件費の試算や将来の航空需要を予測し、必要となる施設

更新費用や将来の収支構造を試算・分析する。 

イ 最適な運営手法の検討 

公共性の確保と効率的な運営の両立を図る観点から、複数の運営手法（コンセッ

ション、有料駐車場等の一部施設のみ指定管理、県直営化等）の利点・欠点を、現

行体制と比較して、財務・実施体制の両面から整理する。着陸料の引き上げや減免

の見直し等、収支改善の効果策も提案し、加えて整理する。 

  ウ 雇用情勢を踏まえた持続可能な人材確保策の検討 

    処遇改善のみでは解消できない離島特有の絶対的な人手不足を前提とし、業務見

直し（省人化・マルチタスク化）や、複数空港間での広域連携など、現実的かつ持

続可能な人員体制の構築策を検討する。 

エ 将来検討の提案 

本調査をもとに本県に最適な運営手法の立案に向けた論点を整理し、本県が令和

９年度に具体的な事業スキームの検討・協議、令和 10 年度までに新制度導入の是非

を判断できるよう、令和９年度以降の検討調査の方向性、スケジュールを提案する。 

※令和９年度以降の検討調査については、各年度予算の成立を前提とする。 
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（５）今後の検討調査業務の方向性に関する有識者からの意見聴取（委員会開催） 

  上記（４）エについて、委員会を開催し意見聴取を行う。 

ア 委員会の開催要領の策定支援、委員選定・調整の補助。(想定１回、web 併用可) 

イ 検討事項の作成および会議資料、議事録の作成。 

ウ その他、委員会運営に必要な事務局支援。 

 

（６）その他、自由提案 

 

 

５ 企画提案書の内容 

  下記の１）～３）を踏まえ、A4 縦置き横書き長辺綴じ(文字の大きさは 10.5 ポイン

ト以上とする。両面印刷可)４頁以内で作成すること。 ※提出は紙５部および PDF デ

ータとする。 

 

 １）業務実施方針 

   本業務を効率的かつ効果的に実施し、所定の目的を達成するために必要な業務実施 

方針、業務フロー、業務工程計画について記載する。 

 ２）課題の認識と提案 

  上記４（１）～（５）の業務内容に応じて現状認識および調査の方向性を明確にし

て記載する。 

 ３）自由提案 

 

 

６ 予算に関する要件 

本業務に係る予算は 41,000 千円（消費税込み）であり、この範囲内で業務目的を達成

するために効率的かつ効果的な企画提案を行うこと。ただし、当該予算は企画提案のた

めに設定した金額であり、契約金額ではない。 

各空港へのヒアリングや発注者との業務調整についてはオンライン対応も可能とする。 

上記４（５）の検討会の委員に対する報酬、旅費およびその支払手数料は本業務に係

る予算に含むものとする。ただし、本業務に関する調整および視察等に必要な県職員の

旅費（国内に限る）については、本業務に係る予算とは別途で県から直接支出する。 

 

 

７ 提案にあたっての留意事項 

（１）本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の契約

の仕様書とは異なる場合がある。 

（２）企画提案が選定された場合においても、提案のあった内容をすべて実施することを

保証するものではない。 

（３）本仕様書記載の業務の内容については、実施段階で予算や諸事情により変更するこ

とがある。 

 

８ 業務の再委託の制限 
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（１）一括再委託の禁止 

 契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができ

ない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履

行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 

 ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認める

場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

○契約の主たる部分 

・契約金額の 50 ％を超える業務 

・企画判断､管理運営､指導監督､確認検査などの統括的かつ根幹的な業務 

（２）再委託の相手方の制限 

 本契約の企画提案公募参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせるこ

とはできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関

係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

（３）再委託の承認 

 契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面に

よる県の承認を得なければならない。 

 ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせる

ときはこの限りでない。 

○その他、簡易な業務 

ア 資料の収集・整理 

イ 複写・印刷・製本 

ウ 原稿・データの入力及び集計 

エ その他、上記以外に県と別途協議を行った業務 

 

９ 成果品 

（１）業務報告書を作成し提出すること。 

（２）提出部数は印刷製本３部、電子記録媒体１部とする。（※表、グラフ、図、面談・交

渉記録等を含めること。） 

※成果物については、次の事項に留意すること。  

ア 本事業で実施した調査等に係るデータについては、極力構造化することとし、

Word、Excel、PowerPoint などの元ファイルも提出すること。（図・表等の集計前

のデータを含む。）  

イ PDF ファイルについては、文字列検索ができるようなデータ形式とすること。 

ウ 外部から引用したデータが含まれる場合は、その引用元を明確にした上でリン

クを設定し、可能な限り、引用元に対して二次利用することを含めて利用許諾を

得ること。  

 

10 著作権等 

成果品の著作権及び所有権は沖縄県に帰属する。本業務の実施にあたり、第三者の著

作権等その他の権利に抵触するものについては、受託者の責任をもって処理すること。

また、成果品に係る著作者人格権を行使しないこと。 

 

11 その他留意事項 



- 5 - 

 

（１）この仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者の双方が

協議して定めるものとする。また、本業務の実施にあたっては、離島における調査環

境の特殊性（天候不良等による移動手段の影響等）に留意し、県と緊密に連携を図り

ながら、実効性のある工程管理を行うものとする。 

（２）契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を、契約締結前に

納付する必要がある。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項（※）の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（※）契約保証金について（沖縄県財務規則抜粋） 

第 101 条 令第 167 条の 16 第１項の規定による契約保証金の率は、契約金額（長期継続契約に係る入

札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額）の 100 分の

10 以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の

納付を免除することができる。 

(１) 契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

(２) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令

（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第２号の規定により財務大臣が指定する金融機関と工事

履行保証契約を締結したとき。 

(３) 契約の相手方が国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した

二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる

とき。 

 


